
営業顧問契約書 

甲と乙とは、乙が甲のために行う営業顧問業務（紹介取次）に関して、次の通り契約（以下「本契約」

という）を締結する。 

 

 

 

 

第１条  

 （１）甲は乙に対し、顧客紹介業務を行なうことを委託し、乙はこれを承諾したものとする。 

 （２）乙が甲に紹介する見込み顧客(以下、紹介客)は、甲が提供する営業代行サービス「W」（以下、

当該サービス）に関心を有する者で、甲より直接連絡が可能なものとする。 

 （３）甲は、乙からの紹介客に対し、甲の裁量により甲のサービスを提供するか否か選別するものと

する。 

 （４）乙は、紹介業務の遂行に当たって、個人情報等を甲に伝えること、及び、甲より当該サービス

の勧誘があることを紹介客に説明の上、その承認を得るものとする。 

 （５）乙は、甲の提供する当該サービスの内容を把握し、紹介客へのティーアップを行った上で、紹
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氏名 ： 
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特記事項  



介客を甲に紹介するものとする。 

  

第２条 紹介料について 

（１）当該サービス成約 1件につき、登録料の 10％を紹介料として、甲は乙に支払う。 

※お支払いは、新規登録者の登録料のお支払い完了月の翌月末に請求書をご発行いただき、翌々

月末に乙の指定する金融機関口座に甲が振込手数料負担の上、お支払いします。 

※成約した新規登録者の登録料のお支払いが完了しない限り、ご紹介料をお支払いする事はで

きないため、予めご了承ください。 

※免税事業者(インボイス発行事業者ではない)の場合は、税抜きでご請求書の発行をお願いし

ます。 

（２）乙による紹介客が、甲が提供する営業代行契約（W）の年間契約の更新をした場合、紹介料は発生し

ないものとします。 

 

第３条 乙は、本契約に関して知り得た甲の業務上、営業上及び技術上、その他一切の情報について、

第三者に漏洩してはならない。但し、顧問業務を遂行するのに必要な情報については、甲の名

誉、信用又は財産を侵害しない場合においては、必要最小限の範囲内で使用することができる

ものとする。また、甲及び乙は、本契約に基づき顧問契約を締結している事実以外の契約内容

を、第三者に漏洩してはならない。 

第４条 乙は、本契約に基づく紹介業務の全部または一部を第三者に対して再委託することはできない

ものとする。 

     

第５条 本契約に定めのない事項または規定の事項につき解釈上疑義が生じた場合には、民法その他関

係法令および慣行に従い信義を旨とし、誠意をもって協議の上決定する。 

 

第６条 本契約に関連し裁判上の争いが生じた場合は、訴額に応じ、東京地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とする。 

 

 

 本契約締結の証として、本書を電磁的に作成し、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施

し、双方保管するものとする。 


